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                                                     都市計画部住宅課  

 

すみだすまい安心ネットワーク事業 
 

１ 目的 

  不動産関連事業者や福祉サービスの提供主体など関係団体との協力・ 

 連携体制を強化することで、高齢者や障害者、子育て世帯などの住宅 

 確保要配慮者の民間賃貸住宅等への居住等を支援していく。 
 

２ 主な事業内容 

 (1)  家主と入居希望者とのマッチング 

   家主が所有している物件を、住宅確保要配慮者専用住宅として都 

  に登録。当該住宅を活用し、区が家主と入居希望者とのマッチング 

  を図ることで、住宅の確保を実現する。 

 (2)  家主や入居者等への経済的支援 

  ① 家賃低廉化補助 

    入居者が支払う家賃を毎月２万円減額し、減額した分を、区が 

   家主に補助する。（最大２０年間） 

  ② 家賃債務保証料低廉化補助 

    入居者が支払う入居時の保証料を最大３万円減額し、減額した 

   分を、区が保証会社等に補助する。 

  ③ 入居者死亡事故保険補助 

    入居者死亡事故に係る少額短期保険の被保険者に対し、年間最 

   大６千円を補助する。（最大２０年間（予定）） 

  ④ 家主への成約謝礼金 

    １契約につき５万円の謝礼金を、区が家主に支払う。 

 (3)  居住支援団体の活用 

   入居相談や家賃債務保証等の居住支援活動を行うＮＰＯ法人等と 

  区が連携し、家主や入居者に対するサポートを実施する。 

＜制度イメージ図＞ 
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○ 概要・目的等
・高齢者の入居時の事故（孤独死、急病）等に係るリスクを軽減するため、入居者への見守り

サービスを実施する居住支援法人に対する補助を２か年×２期のモデル事業として実施

【モデル事業者が実施する業務】
ア セーフティネット住宅に入居する高齢者への見守りサービス
イ セーフティネット住宅の新規登録促進・見守りサービス利用の働きかけ
ウ 貸主等及び入居者に対する見守りサービスの実態やニーズの把握につながるアンケート

の実施・アンケート結果の集計・分析及び都への報告
⇒都は、当該報告を基に効果的な見守りサービス及び行政の関与について検討

・ 部内管理職で構成する選定委員会を立ち上げ、１期当たり２者の居住支援法人をモデル事業
者として公募・選定

Ⅰ 見守りを実施する居住支援法人への補助（２ヵ年のモデル事業）【新 規】

Ⅱ 少額短期保険等保険料補助【新 規】

○ 概要・目的等
・入居者の死亡に伴い、セーフティネット住宅等の貸主が被る損失（①残存家財整理費用 ②居室
内修繕費用 ③空き家となったことによる逸失家賃の少なくともいずれか１種）を補償する少額
短期保険※等の保険料の一部を補助することにより、貸主の不安を軽減

・対象は、孤独死に陥る危険性が最も高い60歳以上の単身世帯で、かつ新規入居者
（セーフティネット住宅が専用住宅でなくとも対象）

・補助期間は、家賃低廉化補助との整合性を考慮し原則10年間とする（最長20年間）

Ⅲ 低廉化補助（家賃・家賃債務保証料）合算限度額に係る超過分補助【拡 充】

○ 概要
・ ①家賃低廉化補助、②家賃債務保証料低廉化補助を併用する場合、それぞれの補助限度額まで利用
できるよう、①及び②の合算補助限度額を超過する部分について、都と区市町村が１/２ずつ補助

住宅セーフティネット制度に係る補助制度の新たな取組について 令和元年６月 1 2日
東京都住宅政策本部
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（一部抜粋）
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